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公の施設の指定管理者監査の結果について

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく公の施設の指定管理者監査の結果に関する

報告について，同条第９項の規定により提出します。

記

１ 監査の対象（公の施設）及び範囲

社会福祉法人敬友会（岡山市西市デイサービスセンター）

平成２７年度における公の施設の指定管理者の当該管理業務に係る出納その他の事務

２ 監査の期間

  平成２９年１月４日から平成２９年２月２８日まで

３ 監査の方法

  前記指定管理者の施設の管理に係る指定管理業務が，協定書に沿って行われているか

どうかを主眼とし，関係書類を抽出により監査した。

４ 監査の結果

平成２７年度における公の施設の指定管理業務の執行について，関係書類を監査

した結果，改善済みのもの及び今後の処理方法を指導した軽易な事項はあったが，

おおむね適正に処理されていた。

団体の指定管理の概要は次のとおりである。

（社会福祉法人敬友会）  

○指定管理に係る施設の概要 

施  設  名  称   岡山市西市デイサービスセンター



設  置  場  所   岡山市南区西市１２３番地１ 

延 べ 床 面 積   ７４４．４９㎡ 

開  設   平成９年３月 

利 用 料 金 制   導入あり 

○指定管理者（非公募） 

名    称    社会福祉法人敬友会 

所 在 地    岡山市南区藤田５７８番地３ 

設 立 年 月 日   平成６年３月１４日 

指定管理者の指定   本法人は，岡山市から平成２７年４月１日から平成３０年３

月３１日までの期間，岡山市西市デイサービスセンターの

管理を行う指定を受けている。 

１ 設置条例に規定された施設の設置目的 

岡山市老人デイサービスセンター条例(平成９年３月２５日条例第１２号) 第１条

より「在宅の虚弱高齢者等及びその養護者に対して各種の便宜を供与することによ

り，高齢者の生活の助長，社会的孤立感の解消，心身機能の維持向上を図るととも

に養護者の身体的，精神的負担を軽減し，もつて福祉の向上に資するため」 

２ 施設の利用状況について 

３ 指定管理料について

  施設に係る管理運営業務は利用料金収入により行っており，岡山市から指定管理 

料の支出はない。 

４ 指定管理業務の内容について 

  平成２７年度における指定管理業務の主な内容は，次のとおりである。 

 (1) 施設の管理業務 

  ・センターの運営管理，清掃及び保守点検に関する業務 

  ・センターの使用の許可に係る事務に関する業務 

  ・センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ・岡山市の備品に関する業務 

  ・その他センターの管理上市長が必要と認める業務 

  (2) 自主事業 

   ・実施していない。 

年  度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

登 録 者 数 平 均 (人 ) ６２．６ ５９．２ ５３．１

１日平均利用人数(人) ２４．７ ２３．３ １９・９

利 用 延 べ 人 数 (人 ) ７，２５２ ６，８３９ ５，８７８

開 所 日 数 ( 日 ) ２９４ ２９４ ２９５



５ 監査内容 

 ・ 岡山市西市デイサービスセンター指定管理者選定に関するもの 

 ・ 岡山市老人デイサービスセンターの管理に係る協定書及び岡山老人デイサービスセ

ンター指定管理業務仕様書に関するもの 

 ・ 岡山市西市デイサービスセンターの運営状況に関するもの 


